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本文－1 

 
頁 現行 修正 理由 

本文表紙 

 
 
 
 

福島第一原子力発電所 

原子力事業者防災業務計画 

 

 
 
 
 

２０２３年８月 

 
 

東京電力ホールディングス株式会社 

 
 
 
 

福島第一原子力発電所 

原子力事業者防災業務計画 

（修正案） 

 
 
 
 

２０２４年３月 

 
 

東京電力ホールディングス株式会社 

－ 

 



本文－2 

 
頁 現行 修正 理由 

改定来歴 

 

改 定 来 歴 

 

項目 

回 
年 月 日 改  定  内  容 備  考 

28 

2023 年 8 月 30 日 

(廃炉発官 R5 第 78 号）※1 

(廃炉発官 R5 第 79 号）※2 

原子力防災管理者の代行順位

及び副原子力防災管理者の役

職変更，SPDS 伝送パラメータ項

目の追加による改定,通報連絡

様式の見直し 

※1内閣総理大臣

へ提出 

※2原子力規制委

員会へ提出 

 

 

改 定 来 歴 

 

項目 

回 
年 月 日 改  定  内  容 備  考 

28 

2023 年 8 月 30 日 

(廃炉発官 R5 第 78 号）※1 

(廃炉発官 R5 第 79 号）※2 

原子力防災管理者の代行順位

及び副原子力防災管理者の役

職変更，SPDS伝送パラメータ項

目の追加による改定,通報連絡

様式の見直し 

※1内閣総理大臣

へ提出 

※2原子力規制委

員会へ提出 

29 

2023 年 3 月  日 

(廃炉発官 R5 第  号）※1 

(廃炉発官 R5 第  号）※2 

 

※1内閣総理大臣

へ提出 

※2原子力規制委

員会へ提出 

 

－ 

Ⅰ－１１ 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第１節 防災体制 

 
３．原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務 

（１）原子力防災管理者の職務 

⑥ 旅行又は疾病その他の事故のため長期に亘り不在となり，そ

の職務を遂行できない場合，副原子力防災管理者であるセン

ター所長，室長及びその他技術系特別管理職（当直長除く）の

中から，別表２－４－２で定める順位により代行者を指定す

る。 

 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第１節 防災体制 

 
３．原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務 

（１）原子力防災管理者の職務 

⑥ 旅行又は疾病その他の事故のため長期に亘り不在となり，そ

の職務を遂行できない場合，副原子力防災管理者である副所

長（技術），センター所長，室長及びその他技術系特別管理職

（当直長除く）の中から，別表２－４－２で定める順位により

代行者を指定する。 

 

前回改定時に

追加した副原

子力防災管理

者の役職につ

いて追記 

 



本文－3 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅰ－２６ 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第８節 関係機関との連携 

 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（双葉地方広域市町村圏組合消防本部，

富岡消防署，浪江消防署，双葉警察署，福島海上保安部及びそ

の他関係機関）と平素から協調し，防災情報の収集及び提供等

の相互連携を図る。 

また，発電所内で医療活動が必要な事態が発生した場合に備

え，平素から医療機関と連携するとともに，医師及び関係者が

２４時間常駐する体制の確保ならびに医師及び関係者との原子

力災害医療情報の収集・提供等，相互連携を図る。 

 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第８節 関係機関との連携 

 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（双葉地方広域市町村圏組合消防本部，

富岡消防署，浪江消防署，双葉警察署，福島海上保安部及びそ

の他関係機関）と平素から協調し，防災情報の収集及び提供等

の相互連携を図る。 

また，発電所内で医療活動が必要な事態が発生した場合に備

え，別表２－５－４に示す資機材を維持管理するとともに，平

素から医療機関と連携し，医師及び関係者が２４時間常駐する

体制の確保ならびに医師及び関係者との原子力災害医療情報の

収集・提供等，相互連携を図る。 

 

原子力災害医

療体制（オン

サイト医療）

の充実に係る

追加 

 
  



本文－4 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅰ－２６ 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第９節 発電所周辺及び一般の方々を対象とした広報活動 

 

原子力防災管理者及び社長（緊急時態勢発令中は，発電所対

策本部長及び本社対策本部長）は，発電所周辺及び一般の方々

を対象に国，地方公共団体と協調して次に掲げる事項について

広報・情報公開を行い，理解促進に努めるものとする。 

１．放射性物質及び放射線の特性 

２．原子力災害とその特殊性 

３．発電所の現況及び復旧対策の実施状況 

４．発電所における防災対策の内容 

 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第９節 発電所周辺及び一般の方々を対象とした広報活動 

 

原子力防災管理者及び社長（緊急時態勢発令中は，発電所対

策本部長及び本社対策本部長）は，発電所周辺及び一般の方々

を対象に国，地方公共団体と協調して次に掲げる事項について

広報・情報公開を行い，理解促進に努めるものとする。 

１．放射性物質及び放射線の特性 

２．原子力災害とその特殊性 

３．発電所の現況及び復旧対策の実施状況 

４．発電所における防災対策の内容 

５．施設の状況に応じた緊急事態の考え方 

 

記載の適正化 

 
  



本文－5 

 
 

頁 現行 修正 理由 

Ⅰ－３０ 

 

第４章 緊急事態応急対策等の実施 

第１節 通報及び連絡 

 

２．緊急時態勢発令時の対応 

（２）原子力防災管理者は，緊急時態勢を発令した場合，直ちに本

社原子力運営管理部長に連絡する。また，発電所内の事象発

生の場合，本社原子力運営管理部長は，別表２－８に示すＳ

ＰＤＳのデ－タが国に伝送されていることを確認する。なお，

伝送されていない場合は，必要な項目について代替手段によ

りデータを送付する。 
 

 

第４章 緊急事態応急対策等の実施 

第１節 通報及び連絡 

 

２．緊急時態勢発令時の対応 

（２）原子力防災管理者は，緊急時態勢を発令した場合，直ちに本

社原子力運営管理部長に連絡する。また，発電所内の事象発生

の場合，本社原子力運営管理部長は，別表２－８に示すＳＰＤ

Ｓのデ－タが国の運用する緊急時対策支援システム（以下「Ｅ

ＲＳＳ」という。）に伝送されていることを確認する。なお，

伝送されていない場合は，必要な項目について代替手段によ

りデータを送付する。また，伝送に係る国・通信事業者との責

任区分及び伝送不具合時の対応については，あらかじめ定め

るところによる。 
 

 

 

 

 

 

 

SＰＤＳから

ＥＲＳＳへの

伝送について

明確化 
 
 
ＥＲＳＳ伝送

不具合時の対

応を追記 

Ⅰ－４５ 

 

第６章 その他 

第２節 附則 

 

本計画は，２０２３年８月３０日より適用する。 

 

 

第６章 その他 

第２節 附則 

 

本計画は，２０２４年３月  日より適用する。 

 

－ 

 



別冊-1 
 

 
 現行 修正 理由 

別冊表紙 

 
 
 
 

福島第一原子力発電所 

原子力事業者防災業務計画別冊 

 
 
 
 
 
 

２０２３年８月 

 
 

東京電力ホールディングス株式会社 

 
 
 
 

福島第一原子力発電所 

原子力事業者防災業務計画別冊 

 
 
 
 
 
 

２０２４年３月 

 
 

東京電力ホールディングス株式会社 

― 



別冊-2 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療関連資機

材の新規追加 

 

 

記載の適正化 



別冊-3 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－４ 

 

 

通報連絡宛先

の追加 

 



別冊-4 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－５ 

 

 

 

 

読 替 の 反 映

（国土交通省

組織改編に伴

う変更） 

 

 

 

 

通報連絡宛先

の追加 

 



別冊-5 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－６ 

  

通報連絡宛先

の追加 

 



別冊-6 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－７ 

 
 

 

 

 

 

 

読 替 の 反 映

（国土交通省

組織改編に伴

う変更） 

 

 

 

 

通報連絡宛先

の追加 

 



別冊-7 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－２２ 

  

記載の適正化 

（ＪＥＡＧ記

載のＥＡＬ略

称に修正） 

 



別冊-8 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－２９   

記載の適正化 

（ＪＥＡＧ記

載のＥＡＬ略

称に修正） 

 



別冊-9 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－３２ 

  

記載の適正化 

（点検内容の

見直し） 

 

 

 

保管場所移転

に係る追記 

 



別冊-10 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－３３ 

 

 

記載の適正化 

（点検内容の

見直し） 

 



別冊-11 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－３４  

 

可搬型ポンプ

等の必要台数

及び予備台数

の明確化 

 



別冊-12 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－３７ 

 

 

オンサイト医

療の充実に係

る追加 

 



別冊-13 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－４１ 

  

記載の適正化 

 



別冊-14 

 
頁 現行 修正 理由 

Ⅱ－４６ 

  

読 替 の 反 映

（株式会社ネ

クセライズの

本社移転に伴

う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 



参考-1 
 

 
頁 現行 修正 理由 

参考 

  

記載の適正化 

（ＪＥＡＧ記

載のＥＡＬ略

称に修正） 

 


